
当
額
（
限
度
額
２
万
円
）　

堆
肥
化

容
器
…
１
世
帯
に
付
き
２
基
ま
で

で
、
購
入
額
の
２
分
の
1
相
当
額

（
限
度
額
は
１
基
に
付
き
２
千
円
）

◆
資
源
ご
み
の
回
収
活
動
に
関
す

る
奨
励
金

　

自
治
会
や
子
ど
も
会
な
ど
の
団

体
が
家
庭
か
ら
出
る
資
源
ご
み
を

回
収
し
て
、
リ
サ
イ
ク
ル
業
者
に

引
き
渡
す
「
集
団
回
収
」
活
動
に
対

し
て
奨
励
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

《
奨
励
金
の
額
》

　

古
紙
、
繊
維
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、

缶
な
ど
の
資
源
ご
み
１
㎏
当
た
り

５
円
以
内（
限
度
額
20
万
円
）。

※
活
動
実
施
前
に
団
体
と
し
て
登

録
が
必
要
で
す
。

　

補
助
金
・
奨
励
金
の
詳
細
は
左

記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
環
境
生
活
課
環
境
班

☎
73
・
０
０
８
８

　

３
Ｒ
（
ス
リ
ー
ア
ー
ル
）
と
は
、

ご
み
を
「
減
ら
す
・
再
使
用
す
る
・

再
資
源
化
す
る
」
の
英
語
の
頭
文
字

を
と
っ
た
言
葉
で
、
限
り
あ
る
資

源
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
で
環

境
へ
の
負
担
を
減
ら
し
、
地
球
に

優
し
い
〝
循
環
型
社
会
〞
を
実
現
す

る
た
め
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で

す
。

　

市
で
は
、
循
環
型
社
会
の
実
現

に
向
け
、
次
の
よ
う
な
支
援
を
行
っ

て
い
ま
す
。

◆
生
ご
み
処
理
機
の
購
入
補
助

　

家
庭
用
生
ご
み
処
理
機
お
よ
び

生
ご
み
堆
肥
化
容
器
（
コ
ン
ポ
ス

ト
）
を
市
内
の
販
売
店
で
購
入
し
た

場
合
に
、
購
入
費
用
の
一
部
補
助

を
行
っ
て
い
ま
す
。

《
補
助
金
の
額
》

生
ご
み
処
理
機
…
１
世
帯
に
付
き

１
基
で
、
購
入
額
の
３
分
の
１
相

循
環
型
社
会
を
目
指
し
て

10
月
は「
３
Ｒ
推
進
月
間
」で
す

契約はやめられないの？
　「契約」はいったんすると、原則として一方的に
解消することはできません。しかし、一定の事情
がある場合には、契約の取り消しや解除ができる
ことがあります。

◆不当な契約は取り消し可能
　契約勧誘時に、不当な行為で消費者を誤認・困惑させ
た場合は、契約を取り消すことができます。
《契約を取り消せる例》
・契約するときに詐欺や強迫行為をされた。
・「将来確実に値上がりする」と説明して株を販売された。
・一人暮らし高齢者に布団を何十組も販売された。
・未成年者や成年被後見人などが契約した場合。
◆契約の解除
　「当事者間の合意があるとき」「契約に定めた解除でき

匝瑳市消費生活センター
日時…原則 月・火・木・金曜日　９時～12時、13時
～16時　場所…市役所３階産業振興課　☎74－7007

る理由が発生したとき」
「相手が契約を守らない
とき」「訪問販売などで、
契約から一定の期間内で
あるとき」などは、有効
な契約でもこれを解除す
ることができます。
※契約を取り消し・解除できる条件は、内容によって異
なります。詳しくは消費生活センターへご相談ください。

・　・　・　・　・
　次回は「クーリング・オフ」について解説します。

消費生活センターでは、契約トラブル、
悪質商法、借金問題などの相談に、相
談員が無料でお応えします。

ダイヤル 74－7007
こちら 匝瑳市消費生活センターです

Vol.3

“3Ｒ”で
生活を見直そう
①《R

リ デ ュ ー ス

educe（ごみを減らす）》
　マイバッグ（買い物袋な
ど）を持参し、レジ袋を使わ
ないようにしましょう。

②《R
リ ユ ー ス

euse（再使用）》
　不要となった物は人に譲っ
たり、フリーマーケットなど
に出したりしましょう

③《R
リ サ イ ク ル

ecycle（再資源化）》
　瓶、缶、ペットボトルは正
しく分別し、生ごみは「生ご
み処理機」や「生ごみ堆肥化
容器（コンポスト）」を利用し、
堆肥にしましょう。

　

経
営･

財
務･

人
材

育
成･

販
路
開
拓
に

関
す
る
知
識
の
習

得
を
目
指
す
「
創
業

塾
」を
開
講
し
ま
す
。

　

ま
た
、
中
小
企
業

診
断
士
に
よ
る
個
別

相
談
会
も
開
催
し
、

創
業
を
支
援
し
ま
す
。

　

10
月
16
日
（
月
）

ま
で
に
左
記
ま
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

◆
対
象
者

　

市
内
で
の
創
業
希
望
者
、
創
業
後

間
も
な
い
人
（
創
業
後
５
年
以
内
）

◆
開
催
日
程

　

10
月
22
日
か
ら
11
月
19
日
ま
で

の
毎
週
日
曜
日
（
全
５
回
）。
時

間
は
各
回
14
時
〜
17
時

◆
定
員

　

15
人（
申
し
込
み
順
）

◆
創
業
個
別
相
談
会

　

11
月
25
（
土
）・
26
日
（
日
）
の

13
時
〜
17
時　

※
予
約
制

《
優
遇
措
置
が
あ
り
ま
す
》

　

創
業
塾
の
受
講
者
に
は
市
が
発

行
す
る
証
明
書
が
交
付
さ
れ
、
法

人
設
立
の
際
の
「
登
録
免
許
税
の

軽
減
」
や
「
創
業
関
連
融
資
保
証

枠
の
拡
充
」
な
ど
の
国
の
支
援
や
、

市
の
「
創
業
資
金
利
子
補
給
制

度
」
に
よ
る
利
子
補
給
率
の
優
遇

を
受
け
ら
れ
ま
す
。

問
市
商
工
会
☎
72
・
２
５
２
８

あなたの起業を支援します

「匝瑳市創業塾」を開講

契約
書

強迫
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